
平成２７年第７回霧島市農業委員会定例総会 

 

 

平成２７年 ７月２２日（水） 

 

開催場所  国分シビックセンター ７階 ７０１・７０２会議室 

 

出席委員 

 １番委員、 ２番委員、 ３番委員、 ４番委員、 ５番委員、 ６番委員、 ７番委員、 

８番委員、 ９番委員、１０番委員、１１番委員、１２番委員、１３番委員、１４番委員、 

１５番委員、１６番委員、１７番委員、１８番委員、１９番委員、２０番委員、２１番委員、 

２２番委員、２３番委員、２４番委員、２５番委員、２６番委員、２７番委員、２８番委員、 

２９番委員、３０番委員、３１番委員、３２番委員、３３番委員、３４番委員、３５番委員、 

３６番委員、３７番委員 

 

 

 

出席職員 事務局長       砂 田  良 一   農地グループ長   堀ノ内  敬 久 

振興グループ長    内 田  大 作   主  査      宮 原  博 和 

主  査       若 林    優   主任主事      中 吉  哲 平 

主任主事       有 村    大   主  事      江 藤  俊 志 

 

主  査       藤 岡  勝 史   主  査      鎌 田  里 子 

主任主事       深 瀬  和香子   主任主事      田 上  政 明 

主任主事       笠 井  亜由美 

 

 

 

総会日程  「諸般の報告」「事務局報告」 

１「農地利用変更届」について 

２「農用地利用集積計画（利用権設定・所有権移転）（案）の意見決定」について 

３「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定」について 

４「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・編入）申出の意見決定」について 

５「農地転用事業計画変更申請の意見決定並びに許可決定」について 

６「農地法第４条の規定による許可申請の処分決定」について 

７「農地法第５条の規定による許可申請の処分決定」について 

８「あっせん申出」について 

９「農地法第３条第２項第５号の下限面積（別段の面積）の設定又は修正の必要性」について 
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「開 会  午後 ２時０５分」 

 

 

 

○砂田事務局長 

 姿勢を正してください。一同、礼。 

 

○議長（会長） 

 皆さんこんにちは。本日の出席委員は３７名であります。定足数に達しておりますので、ただいまか

ら平成２７年第７回霧島市農業委員会定例総会を開会いたします。本日の議事日程は、お手元に配布の

議案書のとおりでございます。議案の修正がありますので、事務局より報告をいたします。事務局。 

 

○        〔事務局より議案書の訂正について報告〕 

 

○議長（会長） 

それでは、本日の会議録署名委員を指名いたします。７番委員、８番委員にお願いいたします。議事

に入る前に諸般の報告・事務局報告をいたします。事務局。 

 

○砂田事務局長 

それでは先月の総会以降に会長等が出席しました会議等について、報告をいたします。 

 

〔６件について報告〕 

 

以上、会長等が出席した会議等の状況であります。次に、事務局報告をいたします。 

農地法第１８条第６項等の規定に基づく利用権解約のうち、賃借権通知報告１７件、使用貸借権通知

報告が３件の計２０件が提出されております。以上で報告を終わります。 

 

○議長（会長） 

 諸般の報告、事務局報告等が終わりました。それでは、議事に入ります。 

 

 

 

△ 議案第１号 「農地利用変更届」について 

 

○議長（会長） 

 議案第１号「農地利用変更届について」を議題といたします。当委員会に対し、農地の利用変更に係

る届出が２件提出されましたので、審議を求めます。この件について現地調査が行われておりますので、

調査担当委員の報告を求めます。国分の１番、６番委員。 

 

○６番委員 
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 １号１番を報告します。 

 申請地は北辰神社の東に位置しており、現況は不耕作地である。申請地の北は宅地、南は不耕作地、

東は山林、西は不耕作地である。利用変更目的は畑として使用するものである。工事内容はシラスを０．

１ｍ、黒土を０．３ｍ盛土するものである。周囲の農地や用水路及び排水路に及ぼす影響はないと思わ

れる。以上のような理由により、当届出は妥当なものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ２番、２番委員。 

 

○２番委員 

 １号２番を報告します。 

 申請地はＡ－Ｚ隼人店の南東に位置しており、現況は畑である。申請地の北は田の荒地、南は田の荒

地、東は田の荒地、西は道路である。利用変更目的は畑として使用するものである。工事内容は石灰及

び黒土を混ぜて土壌を造り直すものである。周囲の農地や用水路及び排水路に及ぼす影響はないと思わ

れる。以上のような理由により、当届出は妥当なものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ただいま調査委員から報告がありました。これより審議に入ります。この件について質疑・討論はあ

りませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第１号「農地利用変更届について」の届出

は妥当であるという意見ですが、受理することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第１号「農地利用変更届について」は、受理することに決定いた

しました。 

 

 

 

△ 議案第２号 「農用地利用集積計画の意見決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第２号「農用地利用集積計画の意見決定について」を議題といたします。農業経営基盤強

化促進法第１８条第１項に基づき、利用権設定の賃借権８９件、使用貸借権２３件の計１１２件につい

て市長より意見を求められておりますので、当委員会での審議を求めます。ただし、利用権設定のうち
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８７件は、再設定又は認定農業者でありますので、ご承認いただくこととし、新規の２５件について審

議を行います。なお、溝辺の６３番が取下げられました。それでは担当委員の意見報告を求めます。利

用権設定の国分の２番及び４番、２３番委員。 

 

○２３番委員 

２号２番及び４番を報告します。 

借人が同人のため、まとめて報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、３５，８１９㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１１番と１２番、１６番委員。 

 

○１６番委員 

２号１１番と１２番を報告します。 

借人が同人のため、まとめて報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、２８，１０２㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１５番、１９番委員。 

 

○１９番委員 

２号１５番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、２４，００４㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

３７番、１６番委員。 

 

○１６番委員 

２号３７番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、１０，３９０㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが
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できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

４１番と４２番、２０番委員。 

 

○２０番委員 

２号４１番と４２番を報告します。 

借人が同人のため、まとめて報告します。 

借人は、新規就農という申請であり、現地調査の結果、起農計画書とおり耕作すると認められる。ま

た、農作業に常時従事すると認められる。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用するこ

とができると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているもの

と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

４４番から４７番、１３番委員。 

 

○１３番委員 

２号４４番から４７番を報告します。 

借人が同人のため、まとめて報告します。 

４５番は５月、４６番と４７番は６月のあっせん貸付希望分です。 

借人は、現在、９１，９２９㎡のすべてについて耕作している。また、農業生産法人であり、農作業

に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することができると認めら

れる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思われる。以上で

す。 

 

○議長（会長） 

４８番、２７番委員。 

 

○２７番委員 

２号４８番を報告します。 

借人は、現在、６，５１７㎡のすべてについて耕作している。また、兼業農家であり、農作業に常時

従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することができると認められる。

以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

６７番、１０番委員。 

 

○１０番委員 

２号６７番を報告します。 
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借人は、現在、１３，６３４㎡のすべてについて耕作している。また、兼業農家であり、農作業に常

時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することができると認められる。

以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

６８番、５番委員。 

 

○５番委員 

２号６８番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、１１，０２０㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

７１番、２２番委員。 

 

○２２番委員 

２号７１番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、２４，２６６㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

７４番、１０番委員。 

 

○１０番委員 

２号７４番を報告します。 

借人は、現在、５，０８４㎡のすべてについて耕作している。また、兼業農家であり、農作業に常時

従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することができると認められる。

以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

９１番、２２番委員。 

 

○２２番委員 

２号９１番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、９，８２９㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家で

あり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することがで
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きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１０４番、３１番委員。 

 

○３１番委員 

２号１０４番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、８，２９７㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家で

あり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１０５番、３３番委員。 

 

○３３番委員 

２号１０５番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、３４，６０９㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１０６番、１６番委員。 

 

○１６番委員 

２号１０６番を報告します。 

借人は、新規就農という申請であり、現地調査の結果、起農計画書とおり耕作すると認められる。ま

た、農作業に常時従事すると認められる。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用するこ

とができると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているもの

と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１０７番、２８番委員。 

 

○２８番委員 

２号１０７番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、２，００４㎡のすべてについて耕作している。また、兼業農家で

あり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することがで
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きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１０９番、３７番に代わり１１番委員。 

 

○１１番委員 

２号１０９番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、７，０８４㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家で

あり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１１１番と１１２番、１１番委員。 

 

○１１番委員 

２号１１１番と１１２番を報告します。 

借人が同人のため、まとめて報告します。 

借人は、現在、４，１８１㎡のすべてについて耕作している。また、兼業農家であり、農作業に常時

従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することができると認められる。

以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま、調査担当委員から意見報告がありました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第２号「農用地利用集積計画の意見決定に

ついて」は、農業経営基盤強化促進法第１８条の各要件を満たしており、妥当なものであるという意見

ですが、これについて承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔全員挙手〕 
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○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第２号「農用地利用集積計画の意見決定について」は、承認する

ことに決定いたします。 

 

 

 

△議案第３号 「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第３号「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について」を議題とします。当委

員会に対し、農地法第３条の規定による許可申請が所有権移転１１件、賃借権設定１件、使用貸借権設

定１件の計１３件が提出されましたので、審議を求めます。それでは議案書記載順に、調査担当委員の

意見報告を求めます。国分の１番、３４番委員。 

 

○３４番委員 

３号１番を報告します。 

申請地は四方田団地集会場の南に位置しており、現況は田である。申請地には所有権以外の使用収益

権は設定されていない。受人は１名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。

また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又

は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は２，２７２㎡で下限面積要件

を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を

生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思わ

れるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２番、１６番委員。 

 

○１６番委員 

３号２番を報告します。 

申請地は平山小学校の南東に位置しており、現況は休耕田である。申請地には所有権以外の使用収益

権は設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。

また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又

は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は７，２６５㎡で下限面積要件

を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を

生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思わ

れるため、許可相当と思われる。なお、申請地は休耕田ではありますが、すぐにでも耕作出来る状態で

あります。以上です。 

 

○議長（会長） 

３番、１０番委員。 
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○１０番委員 

３号３番を報告します。 

申請地は大住自治公民館の北に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収益権

は設定されていない。受人は４名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。

また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又

は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は１０２，６７５㎡で下限面積

要件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支

障を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと

思われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 

４番、２２番委員。 

 

○２２番委員 

３号４番を報告します。 

申請地は前川内集落センターの西に位置しており、現況は田である。申請地には＊＊＊＊さんが、平

成３０年８月までの使用収益権を設定している。今回の申請に当たって解約通知が提出されている。受

人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。また、農機具は完備して

いる。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認

められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は２７，１２７㎡で下限面積要件を満たしており、取得

後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがない。以

上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われるため、許可相当と

思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

５番、１番委員。 

 

○１番委員 

３号５番を報告します。 

申請地は霧島総合支所の南東に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収益権

は設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。

また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又

は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は８，７９７㎡で下限面積要件

を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を

生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思わ

れるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 
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６番と７番、１９番委員。 

 

○１９番委員 

３号６番と７番を報告します。 

受人が同人のため、まとめて報告します。 

申請地は小田東公民館の南西に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収益権

は設定されていない。受人は１名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。

また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又

は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は２，９１３㎡で下限面積要件

を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を

生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思わ

れるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

８番と９番、２８番委員。 

 

○２８番委員 

３号８番と９番を報告します。 

受人が同人のため、まとめて報告します。 

８番の申請地は隼人尚愛会病院の南西に位置しており、現況は不耕作地である。９番の申請地は小田

中央公民館の南東に位置しており、現況は田である。申請地には所有権以外の使用収益権は設定されて

いない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。また、農機具

は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業

を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は２，５０８㎡で下限面積要件を満たしてお

り、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れが

ない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われるため、許

可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１０番、２番委員。 

 

○２番委員 

３号１０番を報告します。 

申請地は住吉公民館の南東に位置しており、現況は田である。申請地には所有権以外の使用収益権は

設定されていない。受人は３名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。ま

た、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は

養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は２６，３５６㎡で下限面積要件

を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を

生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思わ

れるため、許可相当と思われる。以上です。 
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○議長（会長） 

１１番、１６番委員。 

 

○１６番委員 

３号１１番を報告します。 

申請地は松永地区公民館の北西に位置しており、現況は田である。申請地には所有権以外の使用収益

権は設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。

また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又

は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は２，３０８㎡で下限面積要件

を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を

生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思わ

れるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１２番、２４番委員。 

 

○２４番委員 

３号１２番を報告します。 

申請地は福地自治公民館の南に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収益権

は設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。

また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又

は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は１３，６１７㎡で下限面積要

件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障

を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思

われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１３番、１６番委員。 

 

○１６番委員 

３号１３番を報告します。 

申請地は福地体育館の南に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収益権は設

定されていない。受人は１名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。また、

農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜

の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は５，３０７㎡で下限面積要件を満た

しており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる

恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われるた

め、許可相当と思われる。以上です。 
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○議長（会長） 

ただいま調査担当委員の報告が終わりました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第３号、「農地法第３条の規定による許可

申請の処分決定について」は、農地法第３条第２項の各号に該当しないため許可相当という意見ですが、

これについて承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○         〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第３号、「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定につい

て」は、許可することに決定いたします。 

 

 

 

△議案第４号 「農業振興地域整備計画の一部変更申出の意見決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に議案第４号「農業振興地域整備計画の一部変更申出の意見決定について」を議題といたします。

農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画の一部変更について、市長より意見を求められております

ので、当委員会での審議を求めます。今回は農振除外の１件が出されましたので、審議をお願いします。

この件について現地調査が行われておりますので、調査担当委員の説明をお願いします。農振除外、隼

人の１番、１９番委員。 

 

○１９番委員 

４号農振除外の１番を報告します。 

申請地は原公民館の北に位置しており、現況は雑種地である。申請地の北は田、南は宅地、東は宅地、

西は畑と水路である。除外目的は、ふれあい広場として利用するものである。なお、平成１２年３月頃

から利用済であるという始末書が添付されています。当申請は具体的な転用計画があり、除外目的に通

常必要とされる面積からみて妥当と思われる。農用地区域外にある代替地の検討結果は妥当である。農

用地の外周部に２辺以上接続している。除外することで農用地の集団化や、農作業の効率化への影響は

ないと思われる。農用地区域内における担い手の利用集積に支障を及ぼすおそれはないと思われる。農
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用地等保全施設の有する機能に影響を及ぼすおそれはないと思われる。申請地は土地改良事業等がなさ

れた土地であるが、事業完了後８年を経過しているため問題ないと思われる。また、除外されたと仮定

した場合、申請地は申請地に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な

施設で集落に接続しているため、１種農地の集落接続施設に該当すると思われ、転用が可能な見込みの

ある土地であると思われる。以上のような理由により、除外はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま調査担当委員の報告が終わりました。質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第４号「農業振興地域整備計画の一部変更

申出の意見決定について」の農振除外の隼人の１件は、許可という意見です。これについて承認するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第４号「農業振興地域整備計画の一部変更申出の意見決定につい

て」の農振除外の１件は、許可という意見を市長に答申することに決定します。 

 

 

 

△ 議案第５号 「農地転用事業計画変更申請の意見決定並びに許可決定」について 

 

 次に、議案第５号「農地転用事業計画変更申請の意見決定並びに許可決定について」を議題とします。

当委員会に対し、農地転用許可後の転用事業の促進等に関する事務処理に基づく農地転用事業計画変更

承認申請が２件提出されましたので、この処分について審議を求めます。この件について、現地調査が

行われておりますので、調査担当委員の説明をお願いします。牧園の１番、２１番委員。 

 

○２１番委員 

５号１番を報告します。 

申請地は北消防署の東に位置しており、現況は原野である。申請地の東は道路、西は原野、南は道路

と原野、北は道路である。転用目的は資材置場を建設するものである。農地区分は他のいずれの要件に

も該当しない農地、２種農地のその他の農地に該当するものと思われる。周囲の農地に与える影響は変

更前と比較して同程度であり、また、その必要性・確実性もあると思われるため、事業計画変更につい

てはやむを得ないものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 
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 ２番、１４委員。 

 

○１４番委員 

５号２番を報告します。 

申請地は日当山小学校の東に位置しており、現況は宅地及び雑種地である。申請地の東は道路、西は

畑、南は道路、北は宅地である。転用目的は展示場兼倉庫及び駐車場を建設するものである。農地区分

は都市計画区域内で用途地域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地

に該当するものと思われる。周囲の農地の用水路及び排水路は確保されている。周囲の農地に与える影

響は変更前と比較して同程度であり、また、その必要性・確実性もあると思われるため、事業計画変更

についてはやむを得ないものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま調査担当委員から説明がなされましたが、質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第５号「農地転用事業計画変更申請の意見

決定並びに許可決定について」は、事業計画変更はやむを得ないという意見です。これについて許可す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第５号「農地転用事業計画変更申請の意見決定並びに許可決定に

ついて」は、許可することに決定します。 

 

 

 

△ 議案第６号 「農地法第４条の規定による許可申請の処分決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第６号「農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について」を議題とします。当委

員会に対し、農地法第４条の規定による許可申請が５件提出されましたので、この処分について審議を

求めます。これも事前に現地調査が行われておりますので、議案書記載順に担当委員の説明を求めます。

国分の１番、１７番委員。 

 

○１７番委員 

 ６号１番について報告します。 

 申請地は春山緑地公園の南東に位置し、現況は農業用施設用地である。なお、平成１７年及び２４年
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頃に農業用施設用地にしてしまったという始末書が添付されています。農地区分は、農用地区域内の農

地に該当すると思われる。資金の調達については転用済のため不要。法定小作人なし。転用目的は農業

用施設にするものであり、既に申請のとおりの用途に利用されている。計画面積は２，２８０㎡であり、

農業用施設に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は畑、西は畑と宅地、南は宅

地、北は畑である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと

思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ２番と３番、１２番委員。 

 

○１２番委員 

 ６号２番について報告します。 

 申請地はイオン隼人国分店の南東に位置し、現況は畑である。農地区分は、都市計画区域内で用途地

域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資

金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また融資証明も添付されている。法定小作人

なし。転用目的は共同住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計

画面積は２，１１１㎡であり、共同住宅１棟を建設するためには相当な面積であると思われる。申請地

の東は道路、西は畑、南は畑と宅地、北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してあ

る措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われ

る。以上です。 

 

 ６号３番について報告します。 

 申請地はイオン隼人国分店の南東に位置し、現況は畑である。農地区分は、都市計画区域内で用途地

域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資

金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また融資証明も添付されている。法定小作人

なし。転用目的は共同住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計

画面積は１，５３１㎡であり、共同住宅１棟を建設するためには相当な面積であると思われる。申請地

の東は進入路、西は雑種地、南は畑、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してあ

る措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われ

る。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ４番、２１番委員。 

 

○２１番委員 

 ６号４番について報告します。 

 申請地は黒葛原地区集会施設の北東に位置し、現況は宅地である。なお、平成１２年３月頃、農業用

倉庫を建築してしまったという始末書が添付されています。農地区分は、申請地に係る土地の周辺の地

域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続しているため、１種農地の集落

接続施設に該当すると思われる。資金の調達については転用済のため不要。法定小作人なし。転用目的
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は農業用倉庫を建設するものであり、既に申請のとおりの用途に利用されている。計画面積は２７８㎡

であり、農業用倉庫用地として利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は道路、西

は水路、南は宅地、北は畑である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支

障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ５番、２番委員。 

 

○２番委員 

 ６号５番について報告します。 

 申請地は住吉公民館の南東に位置し、現況は資材置場と通路である。なお、平成１３年１０月頃、資

材置場と通路にしてしまったという始末書が添付されています。農地区分は、都市計画区域内で用途地

域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資

金の調達については転用済のため不要。法定小作人なし。転用目的は資材置場と通路するものであり、

既に申請のとおりの用途に利用されている。計画面積は４４７㎡であり、資材置場と通路に利用するた

めには相当な面積であると思われる。申請地の東は田、西は宅地、南は道路、北は宅地である。隣接地

については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理

由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま調査担当委員の報告が終わりました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第６号「農地法第４条の規定による許可申

請の処分決定について」は、転用はやむを得ないということで許可という意見です。これについて許可

することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔挙手多数〕 

 

○議長（会長） 

 賛成多数であります。よって、議案第６号「農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について」

は、許可するということに決定します。つきましては、２４日開催の県農業会議に諮問いたします。 
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「休 憩  午後 ２時５０分」 

「再 開  午後 ３時０５分」 

 

 

 

△ 議案第７号 「農地法第５条の規定による許可申請の処分決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第７号「農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について」を議題とします。当委

員会に対し、農地法第５条の規定による許可申請が１９件提出されましたので、審議を求めます。これ

も事前に現地調査が行われておりますので、担当委員の報告を求めます。国分の１番と２番を１７番委

員。 

 

○１７番委員 

 ７号１番について報告します。 

 申請地は妻屋公民館の南東に位置し、現況は畑である。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しな

い農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については融資であるため問題な

いと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は駐車場にするものであ

り、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は５２㎡であり、駐車場に利用するため

には相当な面積であると思われる。申請地の東は水路、西は道路、南は宅地、北は水路である。隣接地

については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理

由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

 ７号２番について報告します。 

 申請地は青葉小学校の北に位置し、現況は田である。農地区分は、申請地に係る土地の周辺の地域に

おいて居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続しているため、１種農地の集落接続

施設に該当すると思われる。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証

明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は一般住宅を建設するものであり、計画性も妥当であ

るため実現は確実と思われる。計画面積は４３９㎡であり、一般住宅はおおむね５００㎡であるため妥

当と思われる。申請地の東は宅地、西は田、南は宅地、北は水路である。隣接地については被害防除計

画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむ

を得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ３番と４番、１２番委員。 

 

○１２番委員 

 ７号３番について報告します。 
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 申請地はイオン隼人国分店の南に位置し、現況は荒地である。農地区分は、都市計画区域内で用途地

域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資

金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小作

人なし。転用目的は共同住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。

計画面積は９７７㎡であり、共同住宅１棟を建設するためには相当な面積であると思われる。申請地の

東は宅地、西は畑と宅地、南は道路、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してあ

る措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われ

る。以上です。 

 

 ７号４番について報告します。 

 申請地は国分向花小学校の東に位置し、現況は畑である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が

定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の

調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小作人な

し。転用目的は一般住宅及び倉庫を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われ

る。計画面積は３３０㎡であり、一般住宅はおおむね５００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東

は宅地、西は宅地、南は水路、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置

をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以

上です。 

 

○議長（会長） 

 ５番、１番委員。 

 

○１番委員 

 ７号５番について報告します。 

 申請地は国分広瀬郵便局の北西に位置し、現況は雑種地である。なお、平成２３年３月に利用変更届

により畑作を行う予定であったが、体調不良等により全面的に耕作することができなかった、という理

由書が添付されています。農地区分は、申請地に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活

上又は業務上必要な施設で集落に接続しているため、１種農地の集落接続施設に該当すると思われる。

資金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法

定小作人なし。転用目的は建売住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思わ

れる。計画面積は２，４３２㎡であり、建売住宅９棟を建設するためには相当な面積であると思われる。

申請地の東は道路、西は宅地、南は宅地と水路、北は水路である。隣接地については被害防除計画書に

記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得な

いと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ６番、２６番委員。 

 

○２６番委員 

 ７号６番について報告します。 
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 申請地は陵南中学校の北に位置し、現況は畑である。農地区分は、土地区画整理法第２条第１項に規

定する土地区画整理事業の施行に係る区域内にある農地、３種農地の土地区画整理区域内農地に該当す

ると思われる。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付され

ている。法定小作人なし。転用目的は一般住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は

確実と思われる。計画面積は１２６㎡であるが、区画整理区域内仮換地で、実測面積は１０８．３７㎡

であり、また、隣接地の宅地２８２．９６㎡を一体利用するもので、全体計画面積は３９１．３３㎡で

ある。一般住宅はおおむね５００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は宅地、西は宅地、南は道

路、北は畑である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと

思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ７番、２０番委員。 

 

○２０番委員 

 ７号７番について報告します。 

 申請地は北園集落センターの南に位置し、現況は宅地である。なお、平成１２年２月、農業用施設用

地にしてしまったという始末書が添付されています。農地区分は、農用地区域内の農地に該当すると思

われる。資金の調達については転用済のため不要。法定小作人なし。転用目的は農業用施設を建設する

ものであり、既に申請のとおりの用途に利用されている。計画面積は３１５㎡であり、農業用施設用地

として利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は道路、西は畑、南は山林、北は畑

である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。

以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ８番、１７番委員。 

 

○１７番委員 

 ７号８番について報告します。 

 字井手迫の申請地は持松地区公民館の南、字佐敷原の申請地は持松地区公民館の東に位置し、現況は

畑である。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると

思われる。資金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付され

ている。法定小作人なし。転用目的は山林にするものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思

われる。計画面積は３，４４１㎡であり、申請地に全て植林するもので相当な面積があると思われる。

井手迫の申請地は四方が山林、佐敷原の申請地は三方が山林、北が道路である。隣接地については被害

防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用

はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ９番、２１番委員。 
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○２１番委員 

 ７号９番について報告します。 

 申請地は北消防署の東に位置し、現況は原野である。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない

農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金であるため問題

ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は資材置場を建設する

ものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は２，４４５㎡であり、資材置

場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は道路、西は原野、南は道路と原野、

北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思

われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 １０番、１６番委員。 

 

○１６番委員 

 ７号１０番について報告します。 

 申請地は大窪保育園の西に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、他のいずれの要件にも該当

しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については融資であるため問

題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は一般住宅を建設す

るものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は２９４㎡であり、一般住宅

はおおむね５００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は宅地、西は水路、南は道路、北は水路で

ある。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以

上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 １１番から１３番、２番委員。 

 

○２番委員 

 ７号１１番について報告します。 

 申請地は富隈小学校の北に位置し、現況は畑の不耕作地である。農地区分は、都市計画区域内で用途

地域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。

資金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法

定小作人なし。転用目的は宅地分譲と駐車場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確

実と思われる。計画面積は５０７㎡であり、また、隣接地の宅地２０５．１９㎡を一体利用するもので、

全体計画面積は７１２．１９㎡である。宅地分譲１区画と駐車場に利用するためには相当な面積である

と思われる。都市計画の用途が定められた第１種中高層住居専用地域内であるため妥当と思われる。申

請地の東は宅地、西は宅地、南は宅地と畑、北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載

してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと

思われる。以上です。 

 

 ７号１２番について報告します。 
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 申請地は霧島市南部し尿処理場の東に位置し、現況は畑である。農地区分は、都市計画区域内で用途

地域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。

資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また、融資証明も添付されている。法定小

作人なし。転用目的は共同住宅と宅地分譲８区画を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現

は確実と思われる。計画面積は２，９１１㎡であり、共同住宅と宅地分譲８区画に利用するためには相

当な面積であると思われる。都市計画の用途が定められた第１種住居地域内であるため妥当と思われる。

申請地の東は道路、西は宅地、南は雑種地、北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載

してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと

思われる。以上です。 

 

 ７号１３番について報告します。 

 申請地はサンキュー隼人店の南西に位置し、現況は田の不耕作地である。農地区分は、都市計画区域

内で用途地域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思

われる。資金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されて

いる。法定小作人なし。転用目的は宅地分譲２区画を建設するものであり、計画性も妥当であるため実

現は確実と思われる。計画面積は５９７㎡であり、宅地分譲２区画に利用するためには相当な面積であ

ると思われる。都市計画の用途が定められた第１種住居地域内であるため妥当と思われる。申請地の東

は宅地、西は宅地、南は道路、北は駐車場である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措

置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。

以上です。 

 

○議長（会長） 

 １４番、２１番委員。 

 

○２１番委員 

 ７号１４番について報告します。 

 申請地は日当山小学校の南東に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、住宅の用若しくは事業

の用に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農

地の区域で、その規模がおおむね１０ｈａ未満であるため、２種農地の市街地近接農地に該当すると思

われる。資金の調達については自己資金及び融資であるため問題ないと思われる。また、資金証明及び

融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は一般住宅を建設するものであり、計画性も妥

当であるため実現は確実と思われる。計画面積は５６１㎡であり、一般住宅はおおむね５００㎡である

が、超過面積の理由書は添付されているため妥当と思われる。申請地の東は宅地、西は水路、南は水路、

北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思

われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 １５番、３７番委員に代わり１１番委員。 

 

○１１番委員 
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 ７号１５番について報告します。 

 申請地は中須西公民館の北東に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、都市計画区域内で用途

地域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。

資金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法

定小作人なし。転用目的は宅地分譲３区画を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実

と思われる。計画面積は９６３㎡であり、宅地分譲３区画に利用するためには相当な面積であると思わ

れる。都市計画の用途が定められた準住居地域内であるため妥当と思われる。申請地の東は宅地、西は

宅地、南は田と宅地、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるた

め支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 １６番と１７番、１４番委員。 

 

○１４番委員 

 ７号１６番について報告します。 

 申請地は日当山小学校の東に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、都市計画区域内で用途地

域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資

金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定

小作人なし。転用目的は駐車場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。

計画面積は４３８㎡であり、駐車場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は道

路、西は宅地、南は宅地と雑種地、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある

措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。

以上です。 

 

 ７号１７番について報告します。 

 申請地は日当山小学校の東に位置し、現況は宅地及び雑種地である。なお、平成２３年に、駐車場に

してしまったという始末書が添付されています。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定められて

いる区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調達につい

ては自己資金であるため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転

用目的は展示場兼倉庫及び駐車場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われ

る。計画面積は３６５㎡であり、展示場兼倉庫及び駐車場に利用するためには相当な面積であると思わ

れる。申請地の東は道路、西は畑、南は道路、北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記

載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ない

と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 １８番と１９番、１番委員。 

 

○１番委員 

 ７号１８番について報告します。 
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 申請地は福山運動場の北東に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、他のいずれの要件にも該

当しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金である

ため問題ないと思われる。また、資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は駐車場を建

設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は７６７㎡であり、大型

バス１３台分の駐車場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は雑種地、西は宅

地、南は畑、北は水路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障は

ないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

 ７号１９番について報告します。 

 申請地は内場集落センターの南東に位置し、現況は道路である。なお、昭和５０年頃から、通路にし

てしまったという始末書が添付されています。農地区分は、１種農地の農業用施設等に該当すると思わ

れる。資金の調達については転用済のため不要。法定小作人なし。転用目的は耕作用道路を建設するも

のであり、既に申請とおりの用途に利用されている。計画面積は１６４㎡であり、耕作用道路に利用す

るためには相当な面積であると思われる。申請地の東は畑、西は畑、南は畑、北は道路である。隣接地

については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理

由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ただいま調査担当委員の報告が終わりました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 質疑・討論はありませんか。２１番委員。 

 

○２１番委員 

国分の５番は渡人が３条申請で取得した申請地ですが、許可していいものか、お尋ねします。 

 

○議長（会長） 

 事務局。 

 

○事務局（中吉主任主事） 

ご質問の件ですが、確かに当該申請地は過去に於いて３条許可で取得した農地であり、このような農

地を安易に転用許可することは好ましくありません。しかしながら今回の申請は５条申請であり、譲渡

人ではなく転用実行者である譲受人について不許可の要件に該当するような事項が見当たらない事か

ら、立地基準と一般基準に照らして許可はやむを得ないものと思われます。 

 

○議長（会長） 

 ２１番、よろしいですか。 
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○２１番委員 

 はい。 

 

○議長（会長） 

 他にありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第７号「農地法第５条の規定による許可申

請の処分決定について」は、転用はやむを得ないということで許可という意見ですが、これについて、

賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔挙手多数〕 

 

○議長（会長） 

 賛成多数であります。よって、議案第７号「農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について」

は、転用は許可ということに決定いたしました。つきましては２４日開催の県農業会議に諮問いたしま

す。 

 

 

 

 △ 議案第８号 「あっせん申出」について 

 

○議長（会長） 

次に議案第８号「あっせん申出について」を議題とします。当委員会に対し、農地移動適正化あっせ

ん事業実施要領規定によるあっせん申出が、借受希望の２件、提出されましたので審議を求めます。調

査担当委員の現地調査報告をお願いします。借受希望、霧島の１番、３１番委員。 

 

○３１番委員 

８号１番を報告します。 

申請人と会い、規模拡大について話を伺いました。本人よりやる気があるとの事でしたので、あっせ

んを引き受けたいと思います。以上です。 

 

○議長（会長） 

８号２番は私が報告します。 

申請人は４２歳であり、奥様、お子さんも耕作を手伝い、野菜を作っておられます。本日の議案第２

号１０９番にもあります、溝辺の方の休耕田、５年程耕作されていない田でありますが、ここを里芋の

耕作に利用したいとの事でございました。まだ５，０００㎡程を希望しておられます。あっせんを引き

受けたいと思います。以上です。 
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○議長（会長） 

 ただいま調査担当委員の報告が終わりました。これについて質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案８号「あっせん申出について」の借受希望

２件につきましては、あっせんを行なうことを承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○          〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第８号「あっせん申出について」の借受希望２件につきましては、

あっせんを行うことに決定いたしました。 

それでは、あっせん委員を指名いたします。借受希望、霧島の１番を３１番委員と１番委員に、借受

希望、隼人の２番を３７番委員と１４番委員に。以上のとおりあっせん委員を指名させていただきまし

た。お互いに連絡を密にしてあっせん行動が整いますようお願いいたします。 

 

 

 

△ 議案第９号「農地法第３条第２項第５号の下限面積（別段の面積）の設定 

又は修正の必要性」について 

 

○議長（会長） 

次に議案第９号「「農地法第３条第２項第５号の下限面積（別段の面積）の設定又は修正の必要性に

ついて」を議題とします。事務局に説明を求めます。事務局。 

 

○事務局（江藤主事） 

議案第９号「農地法第３条第２項第５号の下限面積（別段の面積）の設定又は修正の必要性」につい

ての提案理由をご説明申し上げます。 

 平成２１年１２月施行の改正農地法に伴い、同年１２月定例総会において、霧島市の下限面積は、全

域２０アールとすることに決定いただき、現在運用しているところでございます。しかしながら、農林

水産省通知における「農業委員会の適正な事務の実施」に向けた具体的な取り組みといたしまして、毎

年、下限面積が適正であるかを、検討することとなっております。従いまして、農家台帳の登載状況等

の結果を踏まえて検討いたしました結果、下限面積は現行の２０アールのままとし、新たな設定又は修

正の必要性はないものとして、ご提案させていただきます。ご審議の程よろしくお願いいたします。以

上で説明を終わります。 

 

○議長（会長） 
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事務局の説明が終わりました。事務局案としましては、説明のとおり、これまでどおり下限面積２０

アールのまま据え置きたいとの考えでありますが、これについて質疑ご意見はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 質疑なしとの事ですが、下限面積につきましては、これまで通り２０アールに据え置くことにご異議

ありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

ご異議なしと認めます。よって本件については、２０アールのまま据え置くことに決定いたします。 

以上で平成２７年７月定例委員会に付議されました議案の審議はすべて終了いたしました。 

次に「その他」はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

これで平成２７年第７回農業委員会定例総会を閉会いたします。 

 

○砂田事務局長 

 姿勢を正して下さい。一同、礼。本日はこれにて散会いたします。 

 

 

 

「閉 会  午後 ３時３５分」 
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